
国有財産近畿地方審議会の開催結果 
  

 

 

１．審議会の概要 

（１）名  称 第134回国有財産近畿地方審議会 

（２）開催日時 令和6年 2月 22日（木）午前10時 00分～11時 05分 

（３）開催場所 大阪市中央区大手前４丁目１番 76号 

    近畿財務局大会議室（大阪合同庁舎第４号館8階） 

※ 議事録等は当局ホームページに後日掲載します。 

 

 

２．審議会の議事内容 

（１）会長互選等  委員改選（令和 5 年９月２２日）後の初会であるため、委員の

互選により会長が選任されました。また、会長の職務を代理する

会長代理が指名されました。（別紙参照） 

（２）下記諮問事項のとおり処理することを適当と認める。 

【諮問事項】宇治市に所在する普通財産の減額売払について 

財産の所管：財務省 

会 計 名：一般会計 

所在地 区分 面積 処分相手方 利用計画 

京都府宇治市五ケ庄三番割 

25番 38 
土地※ 7,906.63 ㎡ 宇治市 

宇治市学校給食

センター敷地 

※対象財産には、立木竹・工作物を含む 
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第１３４回

国有財産近畿地方審議会

令和6年2月22日

近 畿 財 務 局



【諮 問 事 項】

宇治市に所在する
普通財産の減額売払について
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所 管：財務省
会計名：一般会計

対 象 財 産

所 在 地 区 分 数 量
処分
相手方

処理区分 利用計画

宇治市五ケ庄
三番割

２５番３８

土 地
※

7,906.63
㎡

宇治市 減額売払
学校給食
センター
敷地

※対象財産には、立木竹・工作物を含む
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位 置 図

宇治市役所

宇治市

滋賀県
大津市

宇治田原町

宇治平等院

国土地理院淡色地図

京滋
バイパス

3

1km

ＪＲ奈良線
京阪宇治線
黄檗（おうばく）駅

城陽市

京都市

久
御
山
町

対象
財産

京阪電鉄
宇治線

ＪＲ奈良線

近鉄
京都線

国道
24号線



案 内 図

市街化調整区域
建ぺい率 ６０％
容 積 率 ２００％

国土地理院淡色地図

市道 黄檗山手線

対象財産
7,906.63㎡

4

黄檗公園
墓 地

京都大学
グラウンド

河 川

宇治少年院跡地

配水池



黄檗公園
墓 地

京都大学
グラウンド

対象財産
7,906.63㎡

空中写真（2003年（平成１５年））

5
国土地理院空中写真

空中写真（2020年（令和2年））

河 川

市道 黄檗山手線

宇治少年院宇治少年院跡地

配水池



現況写真

対象財産

宇治少年院跡地

写真①

黄檗公園

対象財産

市道 黄檗山手線

対象財産

市道 黄檗山手線 宇治市街

写真② 写真③

①

②
③

撮影方向図
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事業の必要性

【平成20年】

学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）改正

食生活の乱れ
（朝食抜き、偏食）

（略）学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、
もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的
とする

第１条（この法律の目的）

「食育」の必要性
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近隣市町村における公立中学校給食の実施状況

実施済滋賀県

奈良県

大阪府

※宇治市調べ

未実施

京田辺市
令和6年度
実施予定

国土地理院白地図
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全国における公立中学校給食の実施率 96.1％
（文部科学省「令和3年度学校給食実施状況等調査」）

京田辺市

宇治市

京都府



宇治市における検討状況

【平成２９年】

宇治市教育委員会会議

【令和元年】

宇治市中学校給食検討委員会

【令和２年】

宇治市中学校給食基本構想策定

中学校給食実施の方向性確認

実施方式は、センター方式が
望ましい

給食センター設置方針決定

適地が見つからず、
予定地も含めさらに検討。
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宇治市学校給食センター基本計画
（令和５年３月策定）

学校給食の基本的な考え方

・魅力ある献立
・適温での提供
など

・調理後2時間
以内の喫食
・食物アレルギー
対策
・衛生管理の徹底
など

・栄養バランス
・地産地消
など

「宇治市学校給食センター
基本計画」より抜粋
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整備予定地の選定

中学校の場所

国土地理院白地図を加工

②工業系の用途地域
又は
周辺環境への影響がない
地域であること

工業系の用途地域

市街化調整地域

宇治市（略図）

主な幹線道路

①調理後喫食まで
２時間以内に提供可能な
場所であること。

整備候補地
（対象財産）

◎市役所
③調理等工程を
平面的に行う都合上、
作業動線が十分に確保できる
広さであること。
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市街地



「宇治市学校給食センター
基本計画」より抜粋 12

施設の概要（イメージ）

中学校等（10校）向け
5,300食/日
最大能力
6,500食/日



「宇治市学校給食センター
基本計画」より抜粋 13

施設の概要（イメージ）



中学校

国土地理院白地図を加工

宇治市（略図）

◎市役所

木幡

黄檗

東宇治

宇治

北宇治

広野

南宇治

西宇治

西小倉

槙島

5分15分

20分

25分

「宇治市学校給食センター
基本計画」より抜粋
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配送計画（イメージ）

整備候補地
（対象財産）配送車

配送用コンテナ



事業等スケジュール

令和5年 令和6年 令和8年

10月～12月 1月～3月 4月～6月 ７月～ 4月

当局の作業

宇治市の作業

公的取得要望
受理・審査

国
有
財
産

近
畿
地
方
審
議
会

供用開始
施設ＤＢ契約 基本設計 建物実施設計

造成工事

売
買
価
格

見
積
り
合
せ

議
会
承
認

売
買
契
約
締
結

相
手
方
決
定
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審 査 結 果

○事業の必要性・緊急性

○事業の実現性

○利用計画の妥当性

・学校給食法の改正、食育の推進。

・近隣の市町村においては実施済又は近々実施予定。

・宇治市は基本計画を策定済。

・国有地の取得を条件とする設計施工契約を締結済。

・宇治市は、これまで有識者も交えて慎重に検討。

・本事業は国庫補助（学校施設環境改善交付金）対象事業。
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処 理 方 針

売払
相手方

契約方式 処理区分 指定用途 用途指定期間

宇治市
随意契約
（売払価格は

見積り合せで決定）

減額売払
学校給食

センター敷地

売買契約締結日
から
１０年

（随契根拠）
・会計法第２９条の３第５項

（減額根拠）
・国有財産特別措置法第３条

契約に係る予定価格が少額である場合その他政令（※）で定める場合においては、
・・・随意契約によることができる。

※予算決算及び会計令第９９条第２１号

公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は
事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、・・減額した対価で譲渡し、
又は貸し付けることができる。

第１項第１号ハ 学校教育法第１条に規定する学校の施設
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